
 

   精華町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「 

法」という。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常

生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の実施に関し、法

及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省

令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるも

ののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切か

つ有効な実施を図るための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９

６号）の定めるところによる。 

（事業の種類及び対象者等） 

第３条 町長が総合事業として行う事業の種類、対象者及び実施方法

は、別表第１に掲げるとおりとする。 

（第１号事業に要する費用の額） 

第４条 第１号事業に要する費用の額は、別表第２に掲げる単位数に

同表に掲げる単価を乗じて算定するものとする。 

２ 前項の規定により算定した場合において、当該額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 

 （第１号事業支給費の額） 

第５条 法第１１５条の４５の３第２項に規定する指定事業者に支給

する第１号事業支給費の額は、前条の規定により算定された第１号

事業に要する費用の額の１００分の９０に相当する額とする。 

２ 法第５９条の２に規定する政令で定める額以上である者に係る第

１号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、同

項中「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」とする。 

３ 法第６９条の規定により給付額減額等の記載を受けている者に係

る第１号事業支給費について第１項の規定を適用する場合において

は、同項中「１００分の９０」とあるのは「１００分の７０」とす

る。 



 

（第１号事業に係る費用の支給限度額） 

第６条 前条の規定により支払う額の限度額は、法第５５条第１項の

規定の例によるものとする。 

２ 前項の規定を省令第１４０条の６２の４第２号に規定する第１号

被保険者（以下「事業対象者」という。）に適用する場合において 

、介護予防サービス費等区分支給限度基準額に相当する単位数は、

居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費

等区分支給限度基準額（平成１２年厚生省告示第３３号。以下「告

示」という。）第２号イに規定する単位数とする。ただし、町長が

必要と認めた場合は、告示第２号ロの規定する単位数とすることが

できる。 

３ 省令第１４０条の６２の４第１号に規定する居宅要支援被保険者

（以下「要支援者」という。）が第１号事業及び介護予防サービス

等（介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスをいう。以

下この条において同じ。）を利用するときは、第１号事業の支給額

及び介護予防サービス等の支給額の合計額は、第１項の限度額を超

えることができない。  

（高額介護予防サービス費等相当事業） 

第７条 町長は、総合事業において、法第６１条に規定する高額介護

予防サービス費及び法第６１条の２に規定する高額医療合算介護予

防サービス費の支給に相当する額（以下「高額介護予防サービス費

等相当額」という。）を支給するものとする。 

２ 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額等について

は、法第６１条及び法第６１条の２の例による。 

（利用料等） 

第８条 法第１１５条の４５第５項の規定による総合事業を利用した

場合における利用料は、別表第３に掲げる事業の種類ごとに、同表

に掲げる利用料を負担しなければならない。 

２ 前項の利用料のほか、総合事業の実施の際に、食費、原材料費等

の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とする。 

３ 第１項の利用料及び前項の実費は、利用者が総合事業を実施する

事業者へ直接納付するものとする。 

（医療機関との連携） 



 

第９条 町長は、総合事業を実施するに当たり、医療機関との連携が

必要であると認められたときは、当該事業を利用する者に対して診

療情報提供書等の提出を求めることができる。 

（事業対象者でなくなる日） 

第１０条 事業対象者が次の各号に該当するに至った場合において、

省令第１４０条の６２の５第１項第１号及び同条第２項第１号の居

宅要支援被保険者等でなくなる日は、当該各号に掲げる日とする。 

（１）基本チェックリストの記入によって事業対象者の基準に該当し 

 なくなった場合 当該基本チェックリストを記入した日の属する 

 月の末日 

（２）法第１９条第１項に規定する要介護認定又は法第１９条第２項 

 に規定する要支援認定を受けた場合 当該要介護認定又は当該要 

 支援認定を受けた日の前日 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要

な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（精華町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱及び精華町介護

予防教室等事業実施要綱の廃止） 

２ 精華町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱（平成１２年要

綱第１５号）及び精華町介護予防教室等事業実施要綱（平成１４年

要綱第１２号）は、廃止する。 

（精華町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱の廃止に伴う経

過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の精華町高齢者生きがい活動支援通所事

業実施要綱の規定により利用を決定した事業については、なお従前

の例による。 



 

別表第１（第３条関係） 

事業の種類 対象者 実施方法 

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
第
１
号
事
業
） 

訪問型

サービ

ス（第

１号訪

問事業 

） 

介護予防

訪問介護

相当サー

ビス 

「要支援者」及

び事業対象者の

うち、介護予防

ケアマネジメン

トで事業の利用

が必要である者 

法第１１５条の４５

の３第１項の規定に

よる指定事業者によ

る実施（以下「指定

事業者による実施」

という。） 

訪問型サ 

ービスＡ 

指定事業者による実

施 

訪問型サ 

ービスＢ 

省令第１４０条の６

２の３第１項第２号

の規定による補助に

より実施（以下「補

助による実施」とい

う。） 

訪問型サ 

ービスＤ 

補助による実施  

通所型

サービ

ス（第

１号通

所事業 

） 

介護予防

通所介護

相当サー

ビス 

指定事業者による実

施 

通所型サ 

ービスＡ 

指定事業者による実

施 

通所型サ 

ービスＢ 

補助による実施 

通所型サ 

ービスＣ 

法第１１５条の４７

第４項の規定による

省令第１４０条の６

９に規定する基準に

適合する者に対する

委託による実施（以

下「委託による実

施」という。） 

介護予防ケアマネ

ジメント（第１号

介護予防支援事業 

） 

要支援者（法第

８条の２第１項

に規定する介護

予防サービスを

委託による実施 



 

利用するため法

第５８条第１項

に規定する指定

介護予防支援を

受けている者を

除く。）及び事

業対象者 

一
般
介
護
予
防
事
業 

介護予防把握事業 ６５歳以上の者

及びその支援の

ための活動に関

わる者 

 

町が直接実施 

介護予防普及啓発

事業 

町が直接実施 

地域介護予防活動

支援事業 

町が直接実施 

一般介護予防事業

評価事業 

町が直接実施 

地域リハビリテー

ション活動支援事

業 

町が直接実施 

備考 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）

附則第１３条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の

指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは

介護予防訪問介護相当サービスに、同条の規定により通所型

サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者

が行う当該通所型サービスは介護予防通所介護相当サービスに、

それぞれ含まれるものとする。 

 



 

別表第２（第４条関係） 

事業の種類 単位数 単価 

訪問型サ 

ービス（ 

第１号訪

問事業） 

介護予防

訪問介護

相当サー

ビス 

地域支援事業実施要

綱（平成１８年６月

９日老発第０６０９

００１号厚生労働省

老健局長通知「地域

支援事業の実施につ

いて」別紙。以下「 

国通知」という。）

別添１の１に掲げる

単位数 

厚生労働大臣が定め

る一単位の単価（平

成２７年厚生労働省

告示第９３号。以下 

「単価告示」という。 

）の規定により、１

０円に精華町の地域

区分における訪問介

護の割合を乗じて得

た額とする。 

訪問型サ 

ービスＡ 

２２８単位／回 

通所型サ 

ービス（ 

第１号通

所事業） 

介護予防

通所介護

相当サー

ビス 

国通知別添１の２に

掲げる単位数 

単価告示の規定によ

り、１０円に精華町

の地域区分における

通所介護の割合を乗

じて得た額とする。 通所型サ 

ービスＡ 

半日送迎

なし 

２７２単

位／回 

半日送迎

あり 

３１０単

位／回 

全日送迎

なし 

２９２単

位／回 

全日送迎

あり 

３３０単

位／回 

 



 

別表第３（第８条関係） 

事業の種類 利用料 

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
第
１
号
事
業
） 

訪問型サ 

ービス（ 

第１号訪

問事業） 

介護予防

訪問介護

相当サー

ビス 

第４条の規定による第１号事業に要す

る費用の額から、第５条の規定により

支給される第１号事業支給費の額を控

除した額 

訪問型サ 

ービスＡ 

訪問型サ 

ービスＢ 

２００円／時間／回 

訪問型サ 

ービスＤ 

無料 

通所型サ 

ービス（ 

第１号通

所事業） 

介護予防

通所介護

相当サー

ビス 

第４条の規定による第１号事業に要す

る費用の額から、第５条の規定により

支給される第１号事業支給費の額を控

除した額 

通所型サ 

ービスＡ 

通所型サ 

ービスＢ 

サービス提供主体が定める。 

通所型サ 

ービスＣ 

３か月まで   ２，０００円／月 

４～６か月まで １，５００円／月 

介護予防ケアマネ

ジメント（第１号

介護予防支援事

業） 

無料 

一
般
介
護
予
防
事
業 

介護予防把握事業 無料 

介護予防普及啓発

事業 

地域介護予防活動

支援事業 

一般介護予防事業

評価事業 

地域リハビリテー

ション活動支援事

業 

 


